
 

学士課程教育における自己点検とその改善に関する年次報告書（総評） 

 

法学部 

１．評価結果一覧 

自己点検・評価単位 分析

項目 

1-1-1 

分析

項目 

2-1-

1 

分析

項目 

2-1-2 

分析

項目 

2-2-1 

分析

項目 

2-2-2 

分析

項目 

3-1-1 

分析

項目 

4-1-1 

分析

項目 

4-2-1 

分析

項目 

4-2-2 

分析

項目 

5-1-1 

分析

項目 

5-1-2 

分析

項目 

5-2-1 

法学部 ⑤ ④ ⑤ ④ ⑤ ⑤ ④ ④ ⑤ ⑤ ④ ⑤ 

 

自己点検・評価単位 分析

項目 

6-1-1 

分析

項目 

6-2-

1 

分析

項目 

6-3-1 

分析

項目 

6-3-2 

分析

項目 

6-3-3 

分析

項目 

6-4-1 

分析

項目 

6-4-2 

分析

項目 

6-4-3 

分析

項目 

6-5-1 

分析

項目 

6-6-1 

分析

項目 

6-6-2 

分析

項目 

6-6-3 

法学部 ⑤ ④ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ④ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ 

 

自己点検・評価単位 分析

項目 

6-6-4 

分析

項目 

6-6-

5 

分析

項目 

7-1-1 

分析

項目 

7-1-2 

分析

項目 

8-1-1 

分析

項目 

8-1-2 

法学部 ④ ④ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ 

（⑤十分に適合する ④適合する ③やや適合する ②余り適合しない ①適合しない） 

 

 

２．評価結果に対する総評 

 法学部は、東広島キャンパスで実施する昼間コースに４プログラム（公共政策プログラム、

ビジネス法務プログラム、法曹養成プログラム及び Law and Politics プログラム）、東千田キ
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 領域１は、教育研究上の基本組織に関する基準であり、法学部として、東広島と東千田の２
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行われているほか、学部ウェブページで、教育研究活動に関する情報が公開されているととも

に、お知らせ掲示などの充実も図っている。学部ウェブページについては英語のみならず、中

国からの留学生に対応することを前提として、中国語版のサイト構築を準備している。このこ

とについては平成 28 年度からの課題としていまだに中国語版のサイトを構築できていないが、 

中国からの留学生を増加させることは、学部として喫緊の課題であり、３＋１プログラムによ

る優秀な学生を法学部に牽引するために重要であるため、 引き続き取り組んでいく。 

 領域４は、施設及び設備並びに学生支援に関する基準である。特に、分析項目４－２－１に

ついては、学生団体である法学部ゼミナール連絡会議と教職員との懇談により、学生目線に立

った支援を充実させることや、指導教員等の適切なチュータリングにより、近年増加してきて

いる留学生の孤立を防ぐための取組を実施してきている。 

 領域５は、学生の受け入れに関する基準である。アドミッションポリシーに基づき、昼間コ

ース、夜間主コースともに学部入試委員、法学部長を中心とした学部長室会議にて入試方式等

の検討・検証をおこなっており、多彩な入試方式（一般選抜前期日程（昼：110名・夜：10名）、

後期日程（昼：25名・夜：５名）、広島大学光り輝き入試Ⅱ型(昼：５名)、国際バカロレア型（昼・

夜：若干名）、社会人型（夜：15名）、フェニックス型（夜：若干名）、外国人留学生（昼：若干

名）、編入学（昼：10名・夜：10名））を採用し、入学定員を満たしている。 

 領域６は、教育課程と学修成果に関する基準である。これについては教育課程の内容と水準、

さらには成績評価と卒業認定に係る審査体制はほぼ基準を満たしているが、分析項目６−４−３

（成績分布の組織的確認）と分析項目６−６−４（進路先からの意見聴取）については取り組み

が十分と言えず、改善計画を記した。 

令和２年度から令和３年度にかけては新型コロナウイルスの影響のため、教育効果について ICT

環境を利用した教育活動について、検証する十分な時間もなく、オンラインによる授業を実施

することとなった。オンライン授業による教育効果への影響については改めて見定め、反省を

ふまえたうえで、今後必要とされる教員側の知識や技術について FD等を通じて共有していかな

ければならない。また、ICT環境を一層活用することで新たな教育方法の開発、そのような教育

方法を取り入れた授業方法の改善について、長期的に取り組むことが必要である。 

また、学生に対する教育効果を上げる方法として、より一層の少人数教育を目指すことが望ま

しいが、領域１の項で述べたとおり、全体的にテニュア付きの専任教員数が減少している状態

でこれを実施することは非常に困難であり、安定的な教員の確保が現実的でないことに鑑みれ

ば、教育効果を向上させるための手段としても、ICT環境の活用が必要不可欠である。 

学生による授業改善アンケートの内容を教員側が積極的に取り入れつつ、学部として漸進的に

教育方法、内容の改善を図っていく。 

 領域７は、教育の国際性に関する基準である。令和３年度は留学生の入国、再入国が政府の

水際対策により制限されていたため、受入についてもオンラインで行うなど、十分に行うこと

ができなかったが、指導教員・チューター及び学生支援室、グローバル化推進グループなどの

関係部署と適切な体制を組んで実施した。入国できない留学生が受講する授業の担当教員に向
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けて、オンライン対応による配慮依頼を学部長名で依頼を行うなど、学生の不利益にならない

よう支援をおこなった。 

 領域８は、リカレント教育の推進に関する基準である。法学部では、夜間主コースにおいて

社会人入試を行っているほか、広島県行政書士会との司法研修に関する覚書を締結しており、

司法研修に必要な授業科目を履修するために科目等履修生制度を活用している。 

 

 


